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今号のトピックス 
１ 板橋区宅配ボックス導入助成事業のご案

内 

２ 板橋エコアクション取組事業者募集中 

３ 「無料省エネルギー診断」申込受付中 

４ 板橋区環境管理研究会第１回研修会が開

催されました 

５ 環境関連補助金・支援策情報 

 
板橋区では、宅配での再配達を抑制させ、物流における温室効果ガス排

出削減とともに、非接触の荷物受け取りにより、新型コロナウイルス感染症対

策のため、宅配ボックスの設置について経費を一部助成し、宅配ボックスの

導入の支援をします。 

 

１．申請受付期間 ： 令和 4 年 9 月 1 日（木）～令和 5 年 2 月 15 日 

 

２．スケジュール ：  

 

 

 

※契約、設置は、助成金の交付決定後に行ってください。 

※設置完了報告は、交付決定後令和５年３月３１日までに行ってください。 

※予算額に達した場合は、申請の受付を終了しますので、ご了承ください。 

※申請書類は、環境政策課スマートシティ・環境政策係あてに郵送、電子申請または 

ご持参ください。 

 

３．助 成 の条 件 ： ・令和４年９月１日以降に購入及び設置に関する契約が行われること。 

・板橋区内の住宅、事業所、集合住宅に設置されること。 

・設置する住宅、事業所、集合住宅の販売・譲渡を目的としていないこと。 

・設置する機器は未使用であること。またリースではないこと。 

・助成対象に対し、区から他の助成等を受けていないこと。 

 

４．申  込 ： 申し込み方法など詳しくは、区ホームページをご覧になるか、下記まで 

お問い合わせください。 

 

５．問 い合 わせ・申請書提出先   

〒１７３－８５０１ 板橋区板橋２－６６－１ 板橋区役所北館７階 

環境政策課スマートシティ・環境政策係 

電話：０３－３５７９－２５９１ 

 

６．助成対象者及び助成金額  

板橋区宅配ボックス導入助成事業のご案内 

いた

ばし 環境管理ニュース  
 発行：板橋環境管理研究会 

２０２２年９月１日 〒173-0005 板橋区板橋 1 丁目 48 番 

第４３７号               １1 号ロジエビル No.3 2 階 

 電話：03-3962-0131 

 FAX：03-3962-0133 
(板橋区公式ホームページからも閲覧可能) 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/manageme

nt/news/1038939.html ※年７回（不定期）発行となります 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/management/news/1038939.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/management/news/1038939.html
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 分類 住宅・事業所に施

工する場合 

集合住宅共有部

に施工する場合 

IoT に対応し、スマ

ートフォンへの通

知機能があるもの

を住宅・事業所に

施工する場合 

IoT に対応し、スマ

ートフォンへの通

知機能があるもの

を集合住宅共有部

に施工する場合 

助成対象者 １ 区内に住所を有する又は有する予定の方、区内事業所を有する方、 

区内集合住宅を所有する方、管理組合 

２ 個人の場合 住民税を滞納していないこと 

  法人の場合 法人住民税を滞納していないこと 

３ 申請者（事業者の場合は役員も含む）が暴力団員でなく、暴力団または暴

力団員と密接な関係を有する者でないこと 

助成対象経費 本体費用、施工費用等（消費税、送料、撤去費用は除きます） 

助成金額 

（千円未満は 

切り捨て） 

板橋区内業者と

契約・施工助成対

象経費の１/２ 

（上限５万円） 

板橋区内業者と

契約・施工助成対

象経費の１/２ 

（上限１５万円） 

板橋区内業者と契

約・施工助成対象

経費の２/３ 

（上限１５万円） 

板橋区内業者と契

約・施工助成対象

経費の２/３ 

（上限２５万円） 

板橋区外業者と

契約・施工助成対

象経費の１/２ 

（上限３万円） 

板橋区外業者と

契約・施工助成対

象経費の１/２ 

（上限１３万円） 

板橋区外業者と契

約・施工助成対象

経費の２/３ 

（上限１３万円） 

板橋区外業者と契

約・施工助成対象

経費の２/３ 

（上限２３万円） 

基準 一般財団法人ベターリビングが定める認定マーク「BL マーク証紙」が表示され

た宅配ボックスであり、かつ、移設できないように固定されたもの 

※住宅１戸又は集合住宅一棟につき 1 機を上限とします。 

※申請は、申請者１人につき１回までとします。 

※板橋区内業者とは、見積書・領収書の発行者住所が、板橋区内で記載されている業者にな

ります。 
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板橋エコアクション（ＩＥＡ）は、事業所の皆様の可能な範囲で、環境に配

慮した行動を行い、その行動を評価・継続することにより、新たなライフスタイ

ルの定着に繋がることを目的とした事業です。マネジメントシステムの手法を

用いて、省エネルギーや環境負荷の低減を促進します。 

板橋区では、板橋エコアクションの取組事業者を募集しています。 

 

１．板橋エコアクションを取り組むためには 

（１）活動申請をします 

会社の概要や取組に対する意気込みを記入した書類（データ）を事務局に提出し、サービス利用

を開始します。 

（2）データ収集をします 

エネルギー使用量及び廃棄物排出量の過去のデータを入力して傾向を把握します。 

（3）目標設定をします 

エコアクション項目の選定・各種項目について目標の設定と実践計画を立てます。 

（4）エコレポートを提出し、実際に行動します 

 作成したエコレポートを事務局に提出し、実践計画に基づき実際に行動します。 

 

エコレポートの詳細は、下記アドレスからホームページにアクセスし、ご参照ください。 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/management/iea/1005811.html 

 

 板橋エコアクションは、事業所の責任者が定めた環境に対しての方針や目標について、「い

つ」・「誰が」・「どのように」目標達成していくかを計画し、それを実行・評価するものです。いわゆ

る環境マネジメントシステムの一種であり、このほかに「ＩＳＯ14001」や「エコアクション２１」といった

環境マネジメントシステムがあります。これらは、作業量が非常に多いことや登録・審査に費用が

かかることがあり、事業所の規模などによって取り組むことが難しい側面があります。しかし、板橋

エコアクションは、ほかのマネジメントシステムと比べて作業量は少なく、登録・審査費用がかかり

ません。次ページに、板橋エコアクションやＩＳＯ14001 等について、特徴を一覧表にまとめまし

た。 

 

２．板橋エコアクションの利点 

・ＩＳＯ14001 を基盤として、内容を様式に簡潔にまとめているので、環境マネジメントシステムにつ

いて知識がない場合でも簡単に取り組める。 

・登録・審査料が無料 

・レベルが３段階に分かれているので、可能な範囲で取り組める。 

・いたばし環境アクションポイント事業における優遇（1,000 ポイント） 

・工場変更認可手数料の免除（7，600 円/件） 

・産業融資制度利子補給の優遇措置（利子補給割合加算率：１割） 

・板橋区施工能力審査型総合評価方式における企業の地域貢献評価点加点（レベルＣ取得企

業のみ対象） 

 

 

 

 

板橋エコアクション取組事業者募集中 
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３．板橋エコアクションとＩＳＯ14001 等との比較 

規格                                                    
板橋エコアクション 

（ＩＥＡ） 
ＩＳＯ14001 

エコアクション２１ 

（ＥＡ２１） 

規格の 

発行主体 
板橋区 

国際標準化機構 

（ＩＳＯ） 
環境省 

日本での 

運営主体 
板橋区 

公益財団法人 

日本適合性認定協会 

（ＪＡＢ） 

一般財団法人 

持続性推進機構 

（ＩＰＳｕＳ） 

登録件数 １83 件 板橋区 148件 板橋区 46件 

認証・登録経費 無 約 100万円※ 約 30万円※ 

更新登録経費 無 約 50万円※ 約 10万円※ 

審査の方法 書類審査 

認証機関による 

現場審査 

（コンサル不可） 

認証機関による 

現場審査 

（コンサル可） 

内部監査 不要 要 
従業員 100 人未満は 

不要 

審査までの 

所要期間 
短 

（書類確認に１週間程度） 
約 10カ月※ 約 6カ月※ 

特徴 
板橋区独自 

（３段階のレベルに合わせ、 

可能な範囲で取り組める） 
国際規格 国内規格 

 令和４年 8 月 1 日現在 

※事業所の規模によって経費・期間は異なります。あくまでも目安です。 

 

４．問合せ 

環境政策課 脱炭素社会推進係 

〒173-8501 板橋区板橋 2-66-1 区役所北館 7 階 12 番窓口 

電話：3579-2622   FAX:3579-2249   Ｅメール: s-kankyo@city.itabashi.tokyo.jp 

 

 

mailto:s-kankyo@city.itabashi.tokyo.jp
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「もう省エネはやりきった」「電気代の減らし方がわからない」「これ以上の

出費をしたくない」・・・そんな事業者の皆様、一度省エネのプロによるアド

バイスを受けてみませんか？まだまだ意外なところでエネルギーを無駄に

使っているかもしれません。省エネによるエネルギーコスト削減は、利益率

の向上と同等の効果があります。 

なお、区内の事業所につきましては、板橋区が申込みを仲介することも可能です。 

 

１．費用 

 ・無料（※東京都中小規模事業所省エネルギー対策支援事業のため）  

２．対象 

 ・東京都内において、所有または使用している事業所 

 ・前年度の原油換算エネルギー使用量が 1,500ｋＬ未満の事業所 

 ・過去 3 年以内に省エネルギー診断を受診していない事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．申込み・問合せ 

東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京） 

〒163-0810 新宿区西新宿２-４-１ 新宿 NS ビル１０階 

省エネ推進チーム   電話：03-5990-5087  Ｅメール：cnt-shoene@tokyokankyo.jp 

ホームページ：https://www.tokyo-co2down.jp/ 

 

 

 

 

「無料省エネルギー診断」申込受付中 

 

mailto:cnt-shoene@tokyokankyo.jp
https://www.tokyo-co2down.jp/
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板橋区環境管理研究会第１回研修会が、２０２２年７月２８日（木）に板橋産連会館で、板橋区

環境政策課と板橋産業連合会との共催にて開催されました。 

１．演題 

「気候変動が会社に及ぼす影響と求められる対応」 

２．講師 

国立環境研究所気候変動適応センター 

主任研究員 岡 和孝 氏 

３．内容 

気候変動が会社に及ぼす影響と求められる対応に

ついて、「迫りくる気候変動」「気候変動による将来影

響」「気候変動対策：緩和策と適応策」の説明の後に、

民間企業の業種ごとの適応策について具体例を交え

ながらお話をしていただきました。 

質疑・応答の際には、参加者からも複数の質問があ

りました。 

４．その他 

第２回研修会は、１１月頃の開催を予定しています。今後の研修会等の情報は板橋産業連合

会ホームページ及び板橋区のホームページにも掲載しますので、ぜひご活用ください。 

▶ 板橋産業連合会ホームページ 

https://itabashisanren.org/labo-profile/labo-seminar/ 

▶ 板橋区ホームページ 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/ondanka/kenshu/index.html 

 

※ 今回の研修会は、新型コロナウイルス感染症対策として、会場の人数を制限するととも

に、オンラインによる配信を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区環境管理研究会第１回研修会が開催されました 

 

研修会当日（会場）の様子 

https://itabashisanren.org/labo-profile/labo-seminar/
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/ondanka/kenshu/index.html
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２０２２（令和４）年度に実施される環境関連の補助金・支援策情報（主に事業所向け）の一部をご

紹介します。詳細については、実施団体のホームページ等をご確認ください。 

 

１．ZEV 導入促進事業（自動車）（東京都環境局） 

（１）受付期間 

令和４年４月２７日から令和５年２月２８日まで（受付中） 

（２）補助額 

 通常 再エネ電力メニュー※１
 太陽光発電※２ 

電気自動車（EV） ３７万５千円 ５０万円 ６２万５千円 

プラグインハイブリッド自動車 

（PHV） 
３０万円 ４０万円 ４０万円 

燃料電池自動車（FCV） １１０万円 １３５万円  

※１ 再エネ 100%電力メニュー契約の場合の補助額 

※２ 太陽光発電設備設置の場合の補助額 

（３）制度の詳細と問合せ先 

公益財団法人東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター 

（クール・ネット東京） 都市エネ促進チーム 電話：03-5990-5068 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev 

 

２．ＺＥＶ導入促進事業（電動バイク）（東京都環境局） 

（１）受付期間 

  令和４年５月１１日から令和５年２月２８日（受付中） 

（２）対象者 

  都内の法人または個人 

  上記の者とリース契約を締結したリース事業者 

（３）補助対象 

  電動バイク（側車付二輪自動車・原動機付自転車） 

  ※対象者一覧については詳細 HP 参照 

（４）補助要件 

  初度登録日から１年以内で、代金の支払いが完了しているバイク（中古車は除く。） 

であること 等 

（５）補助率 

  同種同格のガソリン車価格との差額 

（６）補助限度額 

  測車付二輪及び原付一種（三輪除く）：１８万円/１台 

  原付二種及び三輪：４８万円/１台 

（７）制度の詳細と問合せ先 

公益財団法人東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター 

（クール・ネット東京） 都市エネ促進チーム 電話：03-5990-5068 

  https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/re_evbike 

 

 

 

環境関連補助金・支援策情報 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/re_evbike
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東京都の温暖化防止に関わる補助金の公募期間等の情報は、下記ホームページを参考に詳細を

ご確認ください。 

【クール・ネット東京 東京都地球温暖化防止活動推進センター】 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy 

 

国の温暖化防止にかかわる支援策の情報は、下記ホームページを参考に詳細をご確認ください。 

【環境省】  

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html 

【経済産業省】  

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/ 

補助金・支援策の情報 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/

